


変 更 内 容 

 

 

 

（１）送配電部門の法的分離に伴い、給電指令に係る事項の表現変更のため、

関連する記載を別添１の保安規程［電気事業用電気工作物（原子力発電工

作物）］改正前後表における改正後欄のとおり変更する。 

 

（２）核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律および関係規則

の改正に伴い、関連する記載を別添１の保安規程［電気事業用工作物（原

子力発電工作物）］改正前後表における改正後欄のとおり変更する。 

 

（３）その他、記載の適正化 

 

 

以上 

 

別 紙 



 

 

 

 

 

保安規程［電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）］改正前後表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 添 １ 
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改 正 前 改 正 後（第２９次改正） 説 明 

 

 

保  安  規  程 
 

［電 気 事 業 用 電 気 工 作 物（原子力発電工作物）］ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年４月１日 

 

 

 

 

 

北海道電力株式会社 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

保  安  規  程 
 

［電 気 事 業 用 電 気 工 作 物（原子力発電工作物）］ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年４月１日 

 

 

 

 

 

北海道電力株式会社 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施行年月日の変

更 
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改 正 前 改 正 後（第２９次改正） 説 明 

（主任技術者の選任） 

第 ７ 条 電気工作物の工事，維持および運用に関する保安の監督にあたらせるため，電気事業法第４

３条に定めるところにより，次の各号に掲げる主任技術者を選任する。 

  （１）電気主任技術者 

（２）ボイラー・タービン主任技術者 

 

（省略） 

 

（主任技術者の職務等） 

第 ８ 条 主任技術者は，法令および本規程を遵守し電気工作物の工事，維持および運用に関する保安

の監督を誠実に行うため，次の各号に定める職務等を責任をもって遂行する。 

なお，職務の遂行にあたっては，必要に応じて上級職位または上位機関に対して意見を具申

する。 

（１）電気工作物の工事，維持および運用に関する保安のための諸計画の立案にあたって 

は，必要に応じて関係責任者に対して指示，指導・助言する。 

（２）電気工作物の工事，維持および運用に関し，保安上必要な場合には，関係責任者に 

対し指示，指導・助言を行う。 

（３）核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下，「原子炉等規制法」という。）

第４３条の３の１３に定める溶接事業者検査および原子炉等規制法第４３条の３の１６に定

める定期事業者検査において，あらかじめ定めた区分に基づき検査の指導，監督を行う。 

（４）所管官庁が，法令に基づき行う立入検査には原則として立会う。 

（５）所管官庁が，法令に基づき行う使用前検査，施設定期検査にはあらかじめ定めた区分に基づ

き検査への立会または検査記録の確認を行う。 

２ 関連する規程類を別表第３に示す。 

 

 

（省略） 

 

 

第５章 電気工作物の運転，操作 

 

（運転，操作の基本） 

第１７条 電気工作物の運転，操作を行うにあたっては，常時および異常時の供給確保に万全を期すこ

とはもとより，保安確保上次の各号に定める事項に留意する。 

（１）電気工作物の運転，操作にあたり，管理職は機器の性能および取扱方法を熟知した者に運転，

操作を実施させるか，もしくは運転，操作を行う者の監督にあたらせる。 

（２）電気工作物の運転，操作にあたっては，必要に応じあらかじめ手順を定めるほか，操作の都

度安全を確認するなど，適切な方法，手順により確実に行う。 

（主任技術者の選任） 

第 ７ 条 原子力事業統括部長は，電気工作物の工事，維持および運用に関する保安の監督にあたらせ

るため，電気事業法第４３条に定めるところにより，次の各号に掲げる主任技術者を選任する。 

（１）電気主任技術者 

（２）ボイラー・タービン主任技術者 

 

（省略） 

 

（主任技術者の職務等） 

第 ８ 条 主任技術者は，法令および本規程を遵守し電気工作物の工事，維持および運用に関する保安

の監督を誠実に行うため，次の各号に定める職務等を責任をもって遂行する。 

なお，職務の遂行にあたっては，必要に応じて上級職位または上位機関に対して意見を具申

する。 

（１）電気工作物の工事，維持および運用に関する保安のための諸計画の立案にあたって 

は，必要に応じて関係責任者に対して指示，指導・助言する。 

（２）電気工作物の工事，維持および運用に関し，保安上必要な場合には，関係責任者に 

対し指示，指導・助言を行う。 

（３）核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下，「原子炉等規制法」という。）

第４３条の３の１１に定める使用前事業者検査および原子炉等規制法第４３条の３の１６に

定める定期事業者検査において，あらかじめ定めた区分に基づき検査の指導，監督を行う。 

（４）所管官庁が，法令に基づき行う立入検査には原則として立会う。 

（５）所管官庁が，法令に基づき行う使用前検査 にはあらかじめ定めた区分に基づき検査への立会

または検査記録の確認を行う。 

２ 関連する規程類を別表第３に示す。 

 

 

（省略） 

 

 

第５章 電気工作物の運転，操作 

 

（運転，操作の基本） 

第１７条 電気工作物の運転，操作を行うにあたっては，常時および異常時の供給確保に万全を期すこ

とはもとより，保安確保上次の各号に定める事項に留意する。 

（１）電気工作物の運転，操作にあたり，管理職は機器の性能および取扱方法を熟知した者に運転，

操作を実施させるか，もしくは運転，操作を行う者の監督にあたらせる。 

（２）電気工作物の運転，操作にあたっては，必要に応じあらかじめ手順を定めるほか，操作の都

度安全を確認するなど，適切な方法，手順により確実に行う。 

 

・記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉等規制法

改正の反映 

 

 

・原子炉等規制法

改正の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

保安規程［電気事業用工作物（原子力発電工作物）］改正前後表 

3 

 

改 正 前 改 正 後（第２９次改正） 説 明 

（３）変電所等と，相互に関連する運転，操作を行う必要がある場合は，給電指令に基づいてこれ

を行う。ただし，緊急やむを得ない場合はこの限りでない。 

 

２ 関連する規程類を別表第３に示す。 

 

（省略） 

 

 

 

 

（３）北海道電力ネットワーク株式会社の指令所等からの指令で運転，操作を行う必要がある場合

は，給電協定書その他契約に基づく給電指令によりこれを行う。ただし，緊急やむを得ない

場合はこの限りでない。 

２ 関連する規程類を別表第３に示す。 

 

（省略） 

 

 

 

 

・送配電部門の法

的分離に伴う表

現の変更。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・関連規程類名称

の適正化 

 

　（原子力発電関係） 泊発電所保修要領

泊発電所運転要領

３．非常対策に関するもの

文　　　　　書　　　　　名

　（原子力発電関係） 泊発電所保修要領

別表第４　　発電用の電気工作物に対する保安に必要な基本的事項を定めた文書一覧

項　　　　　　　　　　目

　（原子力発電関係）  原子力事業者防災業務計画

国民の保護に関する業務計画

泊発電所運転要領

別表第３　　　関連規程類一覧

項　　　　　　　　　　目 規　　　　　　程　　　　　　　類

　（共通） 企業倫理委員会規程

１．法令遵守，職務，教育に関するもの

主任技術者職務規程

防災業務計画

非常事態対策規程

２．運転，操作，保守に関するもの

技術者教育規程

４．文書，記録に関するもの

文書規程

　（共通） 会社規範管理規程

　（原子力発電関係） 泊発電所電気主任技術者およびボイラー・タービン主任
技術者業務マニュアル

　（保安規程所管部） 保安規程（原子力発電工作物）取扱マニュアル

　（共通）



添 付 資 料 

 

 

 

 

添付資料１：変更理由 

 

 

 

 



添付資料１ 

 

 

変 更 理 由 

 

 

 

（１）送配電部門の法的分離に伴い、北海道電力ネットワーク株式会社の指令

所等から発せられる給電指令に係る事項は、給電協定書その他契約に基づ

きこれを行うことから、関連する記載の表現を変更したため。 

 

（２）核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律および関係規則

の改正に伴い、関連する記載を変更したため。 

 

（３）その他、記載の適正化 

  ａ．主任技術者の選任を行う者を明確化したため。 

  ｂ．別表第３ 関連規程類一覧に記載する規程類名称の適正化 

 

以上 

 

 




